
お 問 合 わ せ

＜補助概要＞

＜助成の流れ＞

ベンチを置きませんか？ベンチを置きませんか？ベンチを置きませんか？
中野区では散歩中や買い物中に誰もが気軽に休憩できる
ベンチの設置にご協力いただける方に助成をしています！

中野区側のフローは、申請
者にとっては関係ないので、
申請者のフローだけでいい
と思います。
あと、今のフローはあまり
にも杉並区と一緒なので…

「申請の流れ」だと申請が
ゴールなので、助成の流れ
にしてみました。

↓のようなフローがあると
よいです
一例で作成して入れてみま
した

枠からはみ出る文字が目を
ひいていて◎
「ベンチ」の色が目立って
ないのがもったいない。

上限10万円だけ表から抜き
出して強調してもいいかも。

申請後に
交付決定を
行います。

設置完了報告
書類を提出し
てください。

都市計画課
までご相談
ください。

区HP

ご気軽にご利用できる
→気軽に利用できる

問診票の相談について、
設置例のイラストや写真を
入れるといいと思います。
（Copilotで作成してもよ
い）

表があると、チラシという
より説明資料の印象が強い
ので、こんなイメージがよ
いです

広報コメント入り あなたの土地にあなたの土地に

事前相談

1

申 請

２

ベンチの
購入設置

３

補助金
受け取り

４

ベンチ
維持管理

５

設置後３年間
は管理をお願
いします。

指定口座へ
振込します。

区内に土地を所有する方など補助対象者

道路などから目視できる民有地
（誰もが気軽に利用できる場所）設 置 場 所

国産木材が使用されたベンチ
（スツールタイプもOK！）

対象ベ ン チ

補助上限

10万円

設置事例（杉並区）
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